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【手続補正書】
【提出日】令和2年3月23日(2020.3.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技が可能な遊技機であって、
　第１位置と第２位置とを含む複数位置において発光可能な発光手段と、
　前記発光手段の光が入射されることにより特定表示を行うことが可能な導光板と、
　演出を実行可能な演出実行手段と、
　前記特定表示に重なる位置に移動可能な装飾体と、を備え、
　前記導光板は、前記第１位置における前記発光手段による光が入射されるときに第１態
様にて前記特定表示を行い、前記第２位置における前記発光手段による光が入射されると
きに第２態様にて前記特定表示を行うことが可能であり、
　前記演出実行手段は、所定期間に亘って前記第１位置において前記発光手段を発光させ
ることにより前記第１態様にて前記特定表示を前記導光板に表示させた後、前記第２位置
において前記発光手段を発光させることにより前記第２態様にて前記特定表示を前記導光
板に表示させる特定表示演出を実行可能である、
ことを特徴とする遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　前記課題を解決するために、本発明の手段１に記載の遊技機は、
　遊技が可能な遊技機（例えば、パチンコ遊技機１）であって、
　第１位置と第２位置とを含む複数位置（例えば、第１位置、第２位置、第３位置）にお
いて発光可能な発光手段（例えば、導光板ＬＥＤ０３７ＳＧ６０７）と、
　前記発光手段の光が入射されることにより特定表示（例えば、立体像Ｚ１，Ｚ２，Ｚ３
の表示）を行うことが可能な導光板（例えば、第１導光板０３７ＳＧ５１１）と、
　演出を実行可能な演出実行手段（例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０が図８－３０に示す
可変表示中演出処理を実行する部分）と、
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　前記特定表示に重なる位置（例えば、演出位置）に移動可能な装飾体（例えば、可動体
０３７ＳＧ４０３Ｌ，０３７ＳＧ４０３Ｒ）と、を備え、
　前記導光板は、前記第１位置における前記発光手段による光が入射されるときに第１態
様にて前記特定表示を行い、前記第２位置における前記発光手段による光が入射されると
きに第２態様にて前記特定表示を行うことが可能であり（例えば、図８－２０に示すよう
に、導光板ＬＥＤ０３７ＳＧ６０７を備える取付部材０３７ＳＧ６０２が第１位置に配置
されている場合は、導光板ＬＥＤ０３７ＳＧ６０７を点灯させることで第１導光板０３７
ＳＧ５１１に立体像Ｚ１を表示し、取付部材０３７ＳＧ６０２が第２位置に配置されてい
る場合は、導光板ＬＥＤ０３７ＳＧ６０７を点灯させることで第１導光板０３７ＳＧ５１
１に立体像Ｚ２を表示する部分）、
　前記演出実行手段は、所定期間に亘って前記第１位置において前記発光手段を発光させ
ることにより前記導光板に前記特定表示を前記第１態様にて表示させた後、前記第２位置
において前記発光手段を発光させることにより前記導光板に前記特定表示を前記第２態様
にて表示させる特定表示演出を実行可能である（例えば、図８－３３及び図８－３４に示
すように、取付部材０３７ＳＧ６０２を第１位置、第２位置、第３位置にそれぞれ移動さ
せるとともに、各位置において所定期間（例えば１秒）に亘って導光板ＬＥＤ０３７ＳＧ
６０７を点灯させることで、第１導光板０３７ＳＧ５１１に立体像Ｚ１，Ｚ２，Ｚ３を切
り替えて表示する部分）、
ことを特徴としている。
　この特徴によれば、導光板による演出効果を高めることができる。
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